


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の解説 

・パズルを完成させるためにはすべてのピースが必要であり、無駄なピー

スはありません。「つくる」のではなく、今までつくってきたものを大

切に「つかう」時代であることを表現しています。 

・パズルのピースはそれぞれ形が違っており、それぞれのピースに役割が

あります。これは本市及び各地域が持つ個性と魅力を表現しています。 

・パズルは各ピースがつながって完成することから、各地域がネットワー

クでつながり、一体的な都市となることを表現しています。 

・強調した「Ｃ」は、「Compact な City に Change し、Coming generation

へ Connect する」のそれぞれの頭文字をとったもので、全体構想で掲げ

た将来都市像である「多機能集約・連携型都市構造」を実現し、これか

らの世代につないでいくという意味が込められています。  
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１ 都市計画マスタープランの目的・役割 

都市計画マスタープランは都市計画法第18条の２に規定される「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」として定めるもので、上位計画である市の総合計画や愛知県の都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）に即し、市民の意見を反映しながら地

域の実情に応じた都市づくりの総合的な方針としてとりまとめるもので、以下の役割を担って

います。 

○中長期的な視点からめざすべき都市の将来像を明確化すること 

○土地利用、都市施設及び市街地開発事業などの個々の都市計画の指針となること 

○都市づくりの方向性を市民と共有することで、都市計画の実現に向けて市民の理
解と参加を促すこと 

 

 

 

２ 計画改定の趣旨 

本市では平成23年（2011年）３月に第３次刈谷市都市計画マスタープラン（以下「前計画」と

いう。）を策定し、将来都市像を「都市活力と都市環境が共生する持続可能なまち刈谷」と位置

づけ、これまでの量的な拡大を前提とした都市づくりから、人口増加や経済成長に対応しながら

も既存ストックをいかしつつ、暮らしやすさの向上を図る質的成長の都市づくりへと転換し、

様々な施策を進めてきました。 

一方、人口減少・少子高齢化の進展、東日本大震災を契機とした大規模自然災害に対する意識

の高まりなど、全国の都市が抱える課題は大きく変化しており、こうした状況は本市においても

例外ではありません。 

現在、本市では刈谷スマートインターチェンジが開通したほか、ＪＲ刈谷駅の改良、依佐美地

区における工業団地の整備が進められ、東京－名古屋間のリニア中央新幹線の開業が予定され

るなど、本市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化するものと考えられます。 

こうした課題や変化に適切に対応するため、今後10年間の本市の都市づくりの指針となる「第

４次刈谷市都市計画マスタープラン（以下「本計画」という。）」を策定しました。今後は、本計

画に基づき、市民や事業者などと連携しながら土地利用の誘導や都市施設、市街地の整備など各

種施策を進め、持続的に発展する都市をめざしていきます。 
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３ 都市計画マスタープランの位置づけ 

本計画は上位計画に即しつつ、関係する個別計画と連携・整合を取り定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象区域 

本市は、全域が西三河都市計画区域に

含まれています。このため、本計画の対

象区域は市全域とします。 

 

 

 

 

 

 

５ 計画期間 

本計画は令和５年（2023年）を基準年次とし、おおむね20年後の都市の将来像を展望したうえ

で、目標年次を令和14年（2032年）として定めます。 

 

 

 

  

おおむね２０年後を展望 

刈谷市総合計画 
（令和５年（2023年）策定） 

西三河都市計画区域マスタープラン 
（平成 31年（2019年）策定） 

即する 即する 

刈谷市策定 愛知県策定 

刈谷市都市計画マスタープラン 
刈谷市立地適正化計画（平成 30年（2018年）策定） 

連携・整合 

 ○都市計画に関する主な計画 
■刈谷市緑の基本計画（令和５年（2023年）策定） 
■刈谷市都市交通戦略（平成 24年（2012年）策定） 
■刈谷市雨水対策マスタープラン（平成 28年（2016年）策定） 

○その他関連計画 
 

令和５年 
（2023年） 

令和 14年 
（2032年） 

令和 24年 
（2042年） 

第４次都市計画マスタープラン 

第３次都市計画マスタープラン 
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６ 都市計画マスタープランの構成 

本計画は、計画改定のねらいや時代潮流の整理、現状分析などから構成する「現状と課題」、

都市づくりの目標や将来都市構造、分野別の方針などを定める「全体構想」、全体構想を踏まえ

た地域別の都市づくりの方針である「地域別構想」を主に、以下のとおり構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点１ 都市構造 視点 2 都市活力 視点 3 都市生活 
 

視点 4 都市環境 

第２章 全体構想 
１ 都市づくりの目標    ２ 将来都市フレーム    ３ 将来都市構造 

４ 分野別の方針 

 １ 土地利用の方針     ２ 都市交通の方針      ３ 公園・緑地の方針 
 ４ 市街地整備の方針    ５ 自然環境の方針      ６ 都市防災の方針 
 ７ 都市景観の方針     ８ その他都市施設の方針 

第３章 地域別構想 
１ 基本的事項       ２ 地域区分の設定 

３ 地域別の将来像・都市づくりの方針 

 １ 北部地域   ２ 中部地域   ３ 南部地域   ４ 中心市街地地区 

 

序章 都市計画マスタープランの概要 
・都市計画マスタープランの目的・役割   ・計画改定の趣旨 

・都市計画マスタープランの位置づけ    ・対象区域 

・計画期間                ・都市計画マスタープランの構成 

計 画 改 定 の ね ら い 

都市づくりの主要課題 

本 市 の 現 状 分 析【 魅 力 ・ 現 状 】 

第 4章 計画の実現に向けて 
 

時 代 潮 流 の 整 理 

上 位 計 画 の 整 理 
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１ 計画改定のねらいと視点 

本市が持続的に維持・発展していくためには、様々な人に本市が選ばれ続けていく必要があり

ます。そこで、改定の意図を明確化するため「計画改定のねらい」を示すとともに、本計画が担

うべき分野をしっかりと捉えるため「４つの視点」を設定します。 

 

 １ 計画改定のねらい 

前計画の策定以降、刻々と社会経済情勢が変化していく状況においても、本市が柔軟に対応

し、今後も維持・発展していくためには、本市が持つ多様な魅力と個性を磨きあげるとともに、

本市の特性を踏まえた都市づくりの展開、また、これらを次世代へと継承し、持続可能な成熟

した都市としていくことが重要であり、これら３つを計画改定のねらいとします。 

 

 

 

 

 

 ２ 計画改定に向けた４つの視点 

本市を取り巻く現状と課題の整理に向けて、都市の空間づくりとして重要である「都市構造」、

「都市活力」、「都市生活」、「都市環境」の４つの視点を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●本市が持つ多様な魅力と個性を磨きあげる 計
画
改
定
の
ね
ら
い 

●本市の特性を踏まえた都市づくりの展開 

●持続可能な成熟した都市の形成 

計
画
改
定
に
向
け
た
４
つ
の
視
点 

 視点３  都市生活         
 
市民の安心・安全で快適な暮ら
しを支える視点 

 視点４  都市環境            
 
自然や歴史・文化、良好な景観
など、生活に安らぎと魅力を与
える視点 

 視点１  都市構造           
 
人口や交通ネットワーク、土地
利用など都市の骨組みを形成
する視点 

 視点２  都市活力            
 
工業、商業、観光をはじめとす
る都市の産業を発展させ、にぎ
わいや交流を生み出す視点 
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２ 時代潮流の整理 

本計画を社会経済情勢の変化に対応したものとするため、国が未来を見据え、国土づくりの理

念・考え方を示した国土のグランドデザイン２０５０などのうち、前項で設定した４つの視点に

関係する内容を時代潮流として整理します。 

■人口減少、高齢化の進展   視点１  都市構造   
⇒持続的な都市の暮らしを可能とする集約型都市構造（コンパクトシティ＋ネットワーク）への転
換が求められています。 

我 が国の総人口 は、平成 20年

（2008年）をピークに減少に転じてい

ます。国立社会保障・人口問題研究

所の将来推計によると、今後も減少の

傾向が続き、令和47年（2065年）に

は約8,800万人まで減少することが予

測されています。また、高齢化率は上

昇し続けており、令和47年（2065年）

には４割弱に達するなど、これまでに

ない超高齢社会を迎えると推計され

ています。 

こうした人口構造の変化は社会保障費の増大、経済活動の減速、地域コミュニティの弱体化など市民生活

に様々な影響を及ぼすと考えられるため、将来を見据え、適切に対応していくことが求められます。そこで、人

口減少下においても、行政や医療・福祉、商業など、生活に必要な各種のサービスを維持し、効率的に提供し

ていくためには、各種機能を一定のエリアに集約化（コンパクト化）するとともに、各地域を公共交通などでネット

ワーク化することにより、それらのサービスを享受できるようにすることが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 わが国の人口構造変化（出典：令和元年度国土交通白書） 

図 コンパクト・プラス・ネットワークのイメージ（出典：立地適正化計画作成の手引き（R４）） 
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■リニア中央新幹線の開業  視点１  都市構造  視点２  都市活力   
⇒三大都市圏が一体化するスーパー・メガリージョンの形成を見据えて、地域の特性や強みをいか
した都市づくりが求められています。 

東京、名古屋、大阪を結ぶリニア

中央新幹線の整備が現在進められ

ており、このうち東京－名古屋間は、

早期開業に向けて整備が進められ

ています。リニア開業に伴うアクセス

利便性の飛躍的な向上は、我が国

の経済や社会だけでなく、地域づくり

にも大きなインパクトを与え、様々な

交流の拡大につながることが期待さ

れています。 

こうした交流の拡大は、新たな企 

業の立地や観光客の増加など、地 

域経済の活性化につながる好機として期待される一方で、ストロー効果により東京一極集中がさらに進行する

可能性も指摘されており、ものづくりをはじめとする名古屋圏の独自の機能をいかして他の都市圏との差異化を

図るなど、この地域の強みや特性をいかした都市づくりが求められます。 

 

■民間活力や新技術（ＩｏＴ、ＡＩなど）の進展  視点２  都市活力  視点３  都市生活   
⇒新技術を都市での暮らしや社会の向上に役立てていくことができるよう、民間活力を活用しなが
ら、その成果を積極的に取り込んでいくことが求められています。 

技術革新は、これまでも人々の

暮らしや社会に大きな変革と進歩を

もたらしてきており、今後もＩＣＴの劇

的な進歩とともに、交通、防災など、

幅広い分野において技術が進展す

ると考えられます。 

スマートシティの取組や新技術を

都市での暮らしや社会の向上に役

立てていくことができるよう、都市づ

くりの分野においても積極的に取り

込んでいくことが求められます。 

また、近年では効率的かつ効果

的な公共サービスを提供する手法として、ＰＰＰ／ＰＦＩをはじめとする官民連携の取組が全国の自治体に広がっ

ています。多様化・高度化する市民ニーズに柔軟に対応するため、都市づくりにおいても民間の資金、運営力、

技術力を積極的に活用していくことが必要とされています。 

  

図 まちづくりに生かされる技術イメージ 

（出典：国土交通省資料（スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】（Ｈ30））） 

図 スーパー・メガリージョンの形成イメージ 

（出典：国土交通省スーパー・メガリージョン構想検討会資料（Ｒ1）） 
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■大規模自然災害などに対する意識の高まり  視点３  都市生活   
⇒大規模自然災害などのリスクが存在することを念頭に置きながら、防災・減災対策に取り組み、
粘り強くしなやかに対応できる都市づくりを進めることが求められています。 

東日本大震災の発生、近年日本各地で頻発

する局地的な豪雨に伴う浸水被害や土砂災害、

新型コロナウイルスをはじめとした感染症の流行

や国際的な紛争により、安心・安全な暮らしに対

する関心がさらに高まっています。 

今後、南海トラフ地震をはじめとする大規模自

然災害などのリスクが存在することを念頭に置き

ながら、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策

に取り組み、適切に対応できる都市づくりが求め

られます。 

 

■美しく魅力ある地域づくり  視点４  都市環境   
⇒地域独自の自然や歴史・文化などの地域資源を活用し、美しく魅力ある地域づくりに取り組んで
いくことが求められています。 

我が国では、国土に対する様々な働きかけを行ってきた結果、集落、農山漁村、都市が生まれ、産業、交

通施設などの集積が進展していきました。また、四季折々の多彩な自然の中に、多様な社会があり、各地域に

は歴史、生活、ものづくりなどの系譜が存在しており、こうした地域特性と相まって、固有の文化が形成されてき

ました。 

このような地域の文化を次世代へと継承していくため、多様な自然や美しい景観を守っていくとともに、地域

独自の自然や歴史・文化などの地域資源を活用し、美しく魅力ある地域づくりに取り組んでいくことが必要とされ

ています。 

 

■環境問題の深刻化  視点４  都市環境   
⇒自然環境の保全、鉄道・バスなどの公共交通の活用促進による環境負荷軽減への取組が求められ
ています。 

地球温暖化の進行や生物多様性の危機など、地

球環境問題は深刻さを増しています。その中でも、地

球温暖化の進行は自然や生態系、人の暮らしに大き

な影響を及ぼすことが懸念されるなど、地球規模で

取り組むべき重要な課題となっています。ＣО２排出

量の削減など、環境負荷の低減に資する都市づくり

を進め、人と自然が共生する豊かな環境を次世代に

引き継いでいくことが求められます。  

図 大雨の年間発生回数（出典：令和元年度国土交通白書） 

図 観測された日本の平均地上気温の変化 

（出典：令和２年度国土交通白書） 
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■公共空間をいかしたまちづくり  視点１  都市構造  視点２  都市活力  視点３  都市生活   
⇒公共空間を有効活用し、使いこなすウォーカブルなまちづくりが求められています。 

令和元年（2019年）に産学官のまちづくり関係者からなる「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇

談会」において、新たな時代のまちづくりの方向性として「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出により、イノ

ベーションと人中心の豊かな生活を実現するべ

きとの提言がなされました。 

この中で、コンパクト・プラス・ネットワークなど

の都市再生の取組をさらに進化させ、官民の

パブリック空間をウォーカブルな人中心の空間

へ転換し、民間投資と共鳴しながら「居心地が

良く歩きたくなるまちなか」を形成することによ

り、内外の多様な人材・関係人口の出会い・交

流を通じたイノベーションの創出や人間中心の

豊かな生活を実現する都市を構築していくこと

が必要であると示されています。 

また近年、公共空間に対し”つくること”から始

めるのではなく”つかうこと”から考え、誰からも

居心地が良く使われる公共空間をつくる手法で

ある「プレイスメイキング」という先進的な取組が

注目されています。この取組は、利用者自らが何らかの魅力を感じてその場に行き、過ごし、自分で場をつくる

など、場所のつくり手と使い手を明確に分けることなく、一人一人が自分ごととして捉え、主体的な担い手になる

ことで魅力的な空間をつくり出すものです。 

新型コロナウイルス感染症の流行により、これらの取組に対する重要性が増しており、本市においても、こうし

た都市づくりの動向を積極的に取り入れながら、これまで築いてきた公共空間を有効活用し、市民や来訪者が

まちを使いこなすウォーカブルなまちづくりが必要とされています。 

  

図 街路空間の再構築・利活用の取組事例（出典：国土交通省 HP） 

図 居心地が良く歩きたくなるまちなかのイメージ 

（出典：国土交通省資料（「まちなかウォーカブル推進プログラム

（令和２年度予算決定時点版）」とりまとめ）） 
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■持続可能な都市づくり  視点１  都市構造  視点２  都市活力  視点３  都市生活  視点４  都市環境   
⇒ＳＤＧｓの考え方を踏まえた持続可能な都市づくりが求められています。 

平成27年（2015年）に開催された「国連持続可能な開発サミット」において、誰一人取り残さない社会の実

現をめざし、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」が採択され、17の目標と

169のターゲットからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げられました。このＳＤＧｓは、発展途上国のみ

ならず、先進国も含め全ての国に適用される普遍的な目標であり、我が国においても、この目標達成に向けた

取組の方針が示されています。 

また、ＳＤＧｓの17の目標は、経済・社会・環境をめぐる幅広い課題に対応するものであり、本計画とはスケー

ルこそ異なるものの、都市づくりの分野においてもこの考えを踏まえた取組を進めていくことが必要とされていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ＳＤＧｓの１７の目標 

 

表 ４つの視点とＳＤＧｓとの関係 

  本計画の視点 都市の空間づくりと主に関係する目標 

都市構造 
人口や交通ネットワーク、土地利用など

都市の骨組みを形成する視点 

 

都市活力 

工業、商業、観光をはじめとする都市の

産業を発展させ、にぎわいや交流を生み

出す視点 

 

都市生活 
市民の安心・安全で快適な暮らしを支え

る視点 

 

都市環境 
自然や歴史・文化、良好な景観など、生

活に安らぎと魅力を与える視点 
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３ 上位計画の整理 

上位計画における都市づくりに関する方針との整合を図るため、刈谷市総合計画及び西三河

都市計画区域マスタープランを整理します。 

 

 １ 第８次刈谷市総合計画 

総合計画は、本市における全ての計画や施策の最上位に位置付けられるも

のであり、まちづくりのビジョンや将来都市像を示すとともに、これらの実

現に向けての具体的な施策の方向性を示す「まちづくりのナビゲーション」

としての役割を担っているものです。本市においては、令和５年（2023年）３

月に第８次刈谷市総合計画を策定し、以下のとおり基本構想や基本計画など

が示されています。 

基本構想 

■将来都市像 

 

 

 

 

 

 

■まちづくりの基本方針 

基本方針１ 都市基盤：安心して暮らし続けられる快適なまちづくり 

基本方針２ 教育文化：生涯にわたって学び地域への愛着を育むまちづくり 

基本方針３ 産業環境：人と技術でにぎわいを創り未来につながるまちづくり 

基本方針４ 福祉安心：支え合い誰もが安心して暮らせるまちづくり 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ方針 持続的なまちの発展を支える行財政運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 まちづくりの基本方針及び施策の体系 

人が輝く 安心快適な 
産業文化都市 

総合計画体系図 
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基本計画 

■土地利用計画 

本市固有の地域資源や特性をいかし都市の活力を高める土地利用の推進 
○本市固有の地域資源の質を高め、最大限にいかした土地利用を進めることで、持続的に発展するまち

の実現をめざします。 

○活発な産業活動の更なる発展や広域的な交流によるにぎわいの創出、中心市街地の魅力向上などを

視点に、本市の地域特性を踏まえた土地利用を進めます。 

○魅力的な施設が立地し、社会インフラが整った利便性の高いまちなかでの暮らしから、自然を身近に

感じ快適でゆとりのある郊外での暮らしまで、多様化するライフスタイルや価値観に応じた、居住地を選

択できるまちづくりを進めます。 

誰もが暮らしやすい安心快適な都市構造の構築 
○商業や文化、医療などの高次都市機能が集積する刈谷駅周辺を本市の都市活動の中心的な拠点と

して位置付け、多様な都市機能や都市基盤施設の強化・再編などを図り、本市の玄関口としてふさわ

しいまちづくりを進めます。 

○その他の鉄道駅周辺などを、それぞれの地域の核となる地域拠点と日々の暮らしに必要なサービスの

提供を図る生活拠点に位置付け、地域ごとの特色をいかしたまちづくりを進めます。 

○拠点間を結ぶ公共交通や主要な道路を軸として位置付け、交通ネットワークの形成・機能強化により、

一体の都市として持続可能な集約・連携型の都市構造の構築を進めます。 

豊かな自然環境に配慮した土地利用の推進 
○北部や南部地域を始めとする市街地周辺に広がるまとまりのある優良農地の維持・確保に努めるととも

に、農業の担い手を育成し農地の集積を進めることで農業経営規模の拡大を促します。 

○市街地内に残る農地は、本市の旺盛な宅地需要を背景に住宅地としての活用が望まれる一方で、オ

ープンスペースや農業体験の場など、日々の暮らしの質を高める場として多様な機能を持っていること

から、本市の実情を踏まえつつ良好な都市環境の形成に向け保全に努めます。 

○境川、逢妻川、猿渡川などの河川や北部のため池群、小堤西池のカキツバタ群落、井ケ谷丘陵地の

樹林など、豊かな自然環境は、行政だけでなく様々な主体との協働により保全を図ります。 

■重点戦略 

将来都市像の実現に向けて、５つの重点戦略を掲げ、戦略的に取り組んでいきます。また、重点戦略の

推進にあたっては、２つの視点（「未来技術の活用」「刈谷の魅力発信」）を踏まえ、進めていきます。 

  



第１章 現状と課題 

12 

 

 ２ 西三河都市計画区域マスタープラン 

都市計画区域マスタープランは、県が都市計画区域ごとに、一市町村を

超えた広域的な見地から区域区分をはじめとする都市計画の基本的な方向

性を定めるものです。本市が属している西三河都市計画区域においては、

愛知県が平成31年（2019年）３月に西三河都市計画区域マスタープランを

策定し、以下のとおり基本理念や都市づくりの目標、将来都市構造図など

が示されています。 

■基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市づくりの主な目標 

①暮らしやすさを支える集約型都市構造への転換に向けた目標 
○主要な鉄道駅周辺などの中心市街地や生活拠点となる地区を拠点として都市機能の集積やまちなか

居住を誘導し、活力あるまちなかの形成を目指します。 

○各拠点へアクセスできる公共交通網を充実させ、利便性が確保された集約型都市が公共交通などの

交通軸で結ばれた多核連携型のネットワークの形成を目指します。 

○今後も人口や世帯数の増加が見込まれる地域では、必要に応じて鉄道駅や市街化区域の周辺など、

既存ストックの活用が可能な地区を中心に新たな住宅地の形成を目指します。 

②リニア新時代に向けた地域特性を最大限活かした対流の促進に向けた目標 
○歴史・文化資源や海産物・農産物に関連した観光資源などの地域資源を活かした地域づくりを進め、

様々な対流を促進し、にぎわいの創出を目指します。 

○広域交通体系を最大限活用するとともに、リニア開業による首都圏との時間短縮効果を全県的に波及

させるため、県内都市間、都市内における交通基盤の整備を進め、質の高い交通環境の形成を目指

します。 

○広域幹線道路の整備を促進するなど、世界とつながる玄関口となる中部国際空港や名古屋港、衣浦

港とのアクセス性の向上を目指します。 

  

「元気」 
物流拠点である衣浦港および広域交通体系を活かし、自動車産業を中心に

最先端の技術などを生み出す工業や盛んな農業が力強く発展する都市づくり
を進めます。 

「暮らしやすさ」 歴史・文化・自然などの地域の資源を大切にしながら、働く場と生活の場
が近接し、便利で快適に暮らすことができる都市づくりを進めます。 

明日を支える産業が力強く発展するとともに、 
地域の資源を大切にしながら快適に暮らせる都市づくり 
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③力強い愛知を支えるさらなる産業集積の推進に向けた目標 
○自動車産業などの既存産業の高度化や新たな産業立地の推進を図るため、既存工業地周辺や広域

交通の利便性が高い地域、物流の効率化が図られる地域に新たな産業用地の確保を目指します。 

○経済活動の効率性の向上や生産力の拡大を図るため、自動車産業をはじめとするモノづくり産業を支

える広域幹線道路網の充実や空港、港湾、高速道路インターチェンジ、産業集積地などへのアクセス

道路の整備を推進します。 

④大規模自然災害等に備えた安全安心な暮らしの確保に向けた目標 
○災害危険性が高い地区では、災害リスクや警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減する施設の整備

状況などを総合的に勘案しながら、土地利用の適正な規制と誘導を図ります。また、道路、橋梁、河

川などの都市基盤施設の整備や耐震化を推進し、災害の防止または軽減を目指します。 

○都市計画道路の整備や交通安全対策を推進し、安全安心に移動できる都市空間の形成を目指しま

す。 

⑤自然環境や地球温暖化に配慮した環境負荷の小さな都市づくりの推進に向けた目標 
○無秩序な開発を抑制するなど適正な土地利用の規制・誘導を図り、豊かな自然環境を保全するととも

に、都市農業の振興や良好な都市環境の形成を図るため、地域特性に応じて農地などの緑地の保全

や民有地の緑化を推進します。 

○公共交通の利用促進により自動車に過度に頼らない集約型都市構造への転換、建築物の低炭素化、

緑地の保全や緑化の推進を実施し、都市部における低炭素化を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 将来都市構造図 
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４ 現状と課題 

計画改定のねらい、時代潮流及び上位計画を踏まえつつ、都市構造、都市活力、都市生活、都

市環境の４つの視点から本市における現状と課題を整理します。 

視点１ 都市構造                                                                    

 １ 人口 

■人口推移 
本市の人口は年々増加しており、平成28年（2016年）に約15万人に到達しました。国立社会保障・人口問

題研究所の推計では、当面増加で推移するものの、令和12年（2030年）をピークに緩やかな減少に転じる見

込みです。また、今後も高齢化が進んでいくものと見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒将来的な人口減少、高齢化の一層の進展を見据え、既存ストックを有効活用するとともに、都市
機能や公共交通の維持・充実などを図ることにより、効率的で誰もが快適に暮らせる都市づくり
が求められます。 

■人口動態 

５歳階級別の人口動態をみると、30歳から40歳代にかけての子育て世代の転出が顕著であり、これは主に

住宅取得にあたっての宅地の供給不足や地価高騰によるものと考えられます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

⇒世代間バランスが偏ることで、地域コミュニティの維持や健全な都市経営など様々な分野への影
響が懸念されるため、子育て世代の定住促進が求められます。  
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図 人口推移及び将来推計（出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所） 
※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の推計であり、転出抑制や出生率向上などの政策を考慮していないものである。 

図 ５歳階級別の人口動態（Ｈ27-R２） （出典：国勢調査） 
※「０-4 歳→５-９歳」の場合、「令和２年における５-９歳の人口」から「平成 27 年における０-4歳の人口」を差し引いて算出 
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■市街化区域・市街化調整区域の人口・面積 

市街化区域には総人口の約９割が居住し、人口密度も年々上昇しており、適正な市街地の形成が進んでい

ると考えられます。これは、市街地開発事業などにより良好な都市基盤施設が整備されてきたことによるものと

考えられます。 

 

 
  
 
 
 
  
 
⇒今後も、都市計画制度の運用により適正な土地利用の誘導を図り、市街地の人口密度の適正配置
や無秩序な郊外開発の抑制が求められます。 

■市街化区域内の人口密度分布 

市街化区域内の人口密度をみると、鉄道駅周辺に人口が集積していますが、刈谷駅や刈谷市駅が位置す

る中心市街地の一部では、人口密度が低下傾向にある地区や適した人口密度を満たしていない地区があり、

土地の高度・有効利用が図られていないことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒人口密度が低下すると、医療や商業などの生活サービスや地域コミュニティの維持が困難になる
ことから、郊外の鉄道駅周辺などでは集積している人口の維持を図り、中心市街地では人口集積
を高めるといった、地域特性に応じた人口密度の適正配置が求められます。  

89.6% 10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

市街化区域人口(人) 市街化調整区域人口(人)

図 市街化区域・市街化調整区域の人口割合 
（出典：都市計画基礎調査（R３）） 

図 市街化区域面積と人口密度の推移 
（出典：都市計画基礎調査） 

図 可住地人口密度の増減（H27- R２）  
（出典：国勢調査） 

図 可住地人口密度 
（出典：国勢調査（R２）） 

刈谷駅周辺で人口密度
が低い地区がみられる 
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 ２ 土地利用 

■市街化区域内の土地利用状況 

本市の市街化区域面積は2,347ha で、行政区域面積5,039ha の約５割を占めています。また、土地利用状

況としては、刈谷駅周辺では商業用地、これに隣接して自動車関連産業の本社などが立地する工業用地、そ

れを取り巻くように住宅用地が広がっています。また、市街化区域の約９割が都市的土地利用となっており、計

画的な開発が可能な一団のまとまった土地がない状況にあります。一方、小規模な低未利用地が市全域に点

在しており、その中でも中心市街地における割合が比較的高い状況にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒住宅地の需要が高いにもかかわらず、市街化区域には一団のまとまった土地がないため、宅地の
供給不足や地価の上昇などが発生し、今後も子育て世代の転出が進むことが懸念されます。また、
中心市街地では低未利用地が存在しており、駅に近いなどの立地ポテンシャルをいかしきれてい
ない現状があります。これらのことから、住宅地の確保が求められます。  

地域 

低未利用地 

面積 

（ha） 

市街化区域に

対する割合 

（％） 

北部 8.9 2.2 

中部 50.0 4.0 

南部 31.0 4.4 

市全域 89.9 3.8 

中心市街地 14.5 6.5 

 ※低未利用地：適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわら

ず、平面駐車場や空き地などの長期間にわたり利用されていない

「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用

頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用地」の総称。 

図 土地利用現況 (出典：都市計画基礎調査（H30）) 

図 市街化区域の土地利用区分別割合 

 (出典：都市計画基礎調査（H30）) 

表 市街化区域の低未利用地の状況 

 (出典：都市計画基礎調査（H30）) 

農地

95.5ha（4.1％）

山林

6.1ha（0.3％） 水面

15.9ha（0.7％）

その他の自然地

32.0ha（1.4％）

住宅用地

900.3ha（38.4％）

商業用地

158.1ha（6.7％）

工業用地

389.7ha（16.6％）

道路用地・交通施設

438.6ha（18.7％）

公的・公益用地・公共空地

216.9ha（9.2％）

その他

93.9ha（4.0％）

自然的土地利用

149.5ha（6.4％）

都市的土地利用

2,197.5ha（93.6％）自動車関連産業の 
本社などが立地 
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 ３ 都市交通 

■公共交通ネットワーク 

鉄道は、ＪＲ東海道本線と名鉄名

古屋本線、名鉄三河線が市域を横断

しており、ＪＲ東海道本線に４駅、名鉄

名古屋本線に２駅、名鉄三河線に３

駅設置されています。このうち刈谷駅

はＪＲ東海道本線と名鉄三河線に乗

継が可能な主要駅となっています。 

バス交通は、本市が運行する刈谷

市公共施設連絡バス「かりまる」が６路

線と、名鉄バス株式会社が運行する

路線バス「刈谷・愛教大線」などがあり

ます。 

その他の交通は、タクシー、高速バ

スなどが運行されているほか、隣接す

る市町のコミュニティバスが乗り入れて

います。 

公共交通の利用圏は、市内全体で

主に市街化区域を中心に広がってい

ますが、一部の地域ではバス停までの

距離が遠くなっています。 

バス利用者アンケートでは、市域が

南北に長いことや交通渋滞の発生な

どが要因となり、北部地域と中部地域

を結ぶ路線の定時性に関する満足度

が低くなっています。 

表 バス利用者アンケート（出典：刈谷市の公共交通に関するアンケート調査（R3）） 

 

 

 

 

 

 

 

⇒南北方向の交通強化をはじめ、市民の移動ニーズに対応したサービスが求められます。 

図 公共交通の運行状況 

(出典：国土数値情報、かりまるバスガイド 2019.4.1 改正) 

公共交通の利用圏は
市街化区域を中心に
広がっている 

北部地域と中
部地域を結ぶ
路線の定時性
に関する満足
度が低い 

4.3％

13.3％

12.9％

22.6％

10.2％

11.9％

11.9％

13.0％

20.0％

12.9％

22.6％

24.5％

26.2％

20.1％

28.3％

11.1％

25.8％

22.6％

28.6％

23.8％

23.4％

28.3％

26.7％

19.4％

16.1％

16.3％

16.7％

20.9％

19.6％

13.3％

12.9％

3.2％

6.1％

9.5％

11.1％

6.5％

13.3％

16.1％

12.9％

14.3％

11.9％

12.3％

0.0％

2.2％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.4％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東境線(Ｎ＝46)

西境線(Ｎ＝45)

一ツ木線(Ｎ＝31)

運動公園・東刈谷線(Ｎ＝31)

小垣江・依佐美線(Ｎ＝49)

東刈谷・逢妻線(Ｎ＝42)

合計(Ｎ＝244)

バスの運行時間の正確さ（満足度）

満足 やや満足 どちらでもない やや不満 不満 わからない 無回答
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表 都市計画道路の整備状況（R３） 

 

■道路ネットワーク 

本市の幹線道路は一部に未整備区間があるものの、高い整備率となっています。一方で、細長い地形を踏

まえると、南北を結ぶ道路ネットワークが少ない状況となっています。 

（都）伊勢湾岸道路の刈谷パーキングエリアにおいて、刈谷スマートインターチェンジが令和４年（2022年）に

開通しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒広域及び地域間の連携を図るため、人・モノの円滑な移動と交流を促す軸の形成が求められます。  

図 幹線道路の整備状況（R３） 

刈谷スマートインターチェンジ
が開通 

延長 整備済 整備率

(ｍ) (ｍ) (％)

自動車専用道路 40ｍ以上 1 2,760 2,760 100.0

40ｍ以上 1 6,270 6,270 100.0

30～40ｍ 3 8,990 5,260 58.5

22～30ｍ 3 3,960 470 11.9

16～22ｍ 17 54,640 47,830 87.5

12～16ｍ 18 23,060 21,470 93.1

区分 幅員 路線数

幹線街路
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H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H28 H29 H30 R1

(百億円)(百事業所／千人)

事業所数(百事業所) 従業者数(千人) 製造品出荷額等(百億円)

 

視点２  都市活力                                                                   

 １ 産業 

■工業 

本市には自動車関連産業の本社が複数立地しています。そして、製造品出荷額等は県内だけでなく、全国

でも上位に位置しており、その業種別内訳をみると自動車関連の製造業が約６割を占めています。さらに、従

業構造も製造業に特化していることから、自動車関連産業は本市の雇用・財政・活力を支える重要な基幹産

業となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⇒本市の強みである工業機能のさらなる集積強化を進めるとともに、多様な産業構造への展開も視
野に入れることが求められます。  

食料品製造業, 1.7%

家具・装備品製造業, 0.11%

パルプ・紙・紙加工品製造業, 0.2% 印刷・同関連業, 1.0%

化学工業, 0.9%

プラスチック製品製造業（別掲を除く）, 2.6%

ゴム製品製造業, 0.1%

窯業・土石製品製造業, 0.6%

鉄鋼業, 2.6%

非鉄金属製造業, 0.5%

金属製品製造業, 5.6%

はん用機械器具製造業, 

14.9%

生産用機械器具製造業, 9.7%

電気機械器具製造業, 0.8%

輸送用機械器具製造業, 

58.6%

その他の製造業, 0.1%
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従業人口（人）

従業人口 特化係数
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製造業に特化 

※平成 19 年以降の製造品出荷額等は、「その他収入額」の追加などの調査票改正がなされたことにより、平成 18 年と平

成 19年は、時系列に不連続が生じている。 

※平成 27 年は工業統計調査を実施していない。 

 図 製造品出荷額等、事業所数、従業者数の推移（従業者４人以上） 

(出典：工業統計調査、ただし H23、Ｈ28は経済センサス） 

 

図 従業人口と特化係数（出典：国勢調査（H27）） 図 業種別出荷額(出典：工業統計調査（R１）） 

自動車関連産業（輸送用機械
器具製造業）の製造品出荷額
等が全体の約６割を占める ※従業人口：市内で従業する就業者数 

※X 産業の特化係数＝本市の X 産業の従業人口比率／全国の X 産業の従業人口比率 
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■商業 

本市の小売業の商店数は年々減少していましたが、近年は緩やかな増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成24年データは経済センサスによるもので他年度の商業統計調査と集計対象範囲が異なる。 

図 商業（小売業）の動向（従業者４人以上）  (出典：商業統計調査、H24のみ経済センサス） 
 

⇒商業施設は、にぎわいの創出や生活利便性を確保するうえで重要な要素の一つであることから、
適正な立地を促進していくことが求められます。 

 

■農業 

本市の農業は水稲、露地野菜、果樹類を主体に構成され、名古屋市などの大都市に近い立地をいかした

農業が営まれていますが、耕地面積、農家数とも減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 経営耕地面積、農家数の動向 (出典：刈谷の統計) 
 

⇒農業は、安定的な食料供給や良好な景観形成、保水、遊水機能など多面的な機能が期待されるこ
とから、都市的土地利用との調和を基本に、その保全を図っていくことが求められます。 
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 ２ 観光・交流 

本市には、主要な観光資源として刈谷ハイウェイオアシス、交通児童遊園があり、特に刈谷ハイウェイオアシ

スは県内でも有数の観光入込客数を誇る施設であり、本市の観光資源の１つとして大きな役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒多様な地域資源をいかして本市の魅力を発信するとともに、さらなる魅力向上により、交流人口
の拡大を図ることが求められます。 
  

8,337 7,886 8,176 8,332 8,252
9,755 9,276 8,848 8,484 8,595

5,500

1,208 1,306 1,304 1,355 1,343
1,383 1,426 1,345 1,275 1,309

746

771 661 723 858 863

1,105 945 1,198 1,232 1,178

342

10,316 9,853 10,203 10,545 10,458
12,243 11,647 11,391 10,991 11,082

6,588

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

観光入込客数（千人）

刈谷ハイウェイオアシス 交通児童遊園 その他

図 観光入込客数の動向 （出典：観光レクリエーション利用者統計） 

表 県内で利用者数が上位の観光資源（出典：観光レクリエーション利用者統計（R２）） 

写真 刈谷ハイウェイオアシス 写真 交通児童遊園 

順位 市町村 観光資源 利用者数（人）

1 名古屋市 熱田神宮 5,642,933

2 刈谷市 刈谷ハイウェイオアシス 5,500,000

3 常滑市 中部国際空港来場者 5,394,000

4 岡崎市 NEOPASA岡崎 3,975,548

5 豊川市 豊川稲荷 3,763,342
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視点３  都市生活                                                                   

 １ 都市機能・生活機能 

■都市機能・生活機能の分布状況 

市内外から利用が想定される広域的な都市機能は、市街化区域全域で充足しているものの、中心市街地

と郊外部で立地状況に大きな差はみられない状況となっています。一方、日常生活に必要な生活機能も市街

化区域全域に広く分布しており、おおむねの施設がそのサービスを徒歩で享受できる状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒日常生活に必要な施設は、鉄道駅周辺を中心に市街化区域全域で広く分布しており、徒歩での利
用が可能となっていることから、今後も、こうした利便性の維持が求められます。一方、中心市街
地では高密度の人口集積を想定した都市機能の維持・充実が求められます。  

中心市街地と郊外部において
施設の立地状況に差がない 

生活機能は市街化区域
全域に分布 

図 都市機能の分布状況 

(出典：国土数値情報（R2）) 
図 生活機能の分布状況 

(出典：全国大型小売店総覧、i タウンページ) 
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■都市公園 

本市の１人当たりの都市公園面積は愛知県平均を上回っているものの、北部地域を中心に身近な公園であ

る街区公園や近隣公園が不足しているエリアがあります。 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒今後の高齢化の進展を見据え、公園をはじめとする都市施設の維持に努めるとともに、子供から
高齢者までが安全で快適に利用できるよう、多様なニーズに対応した取組が求められます。 

  

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

運動公園 1 18.4 1 18.4

総合公園 3 89.7 3 50.8

近隣公園 7 14.8 7 14.3

街区公園 88 26.9 87 26.6

その他都市公園 9 2.1 9 2.1

都市緑地 2 49.6 2 19.2

合計 110 201.5 109 131.4

公園数
開設公園

総数１人当たり公園
面積（㎡/人）

刈谷市 8.6

愛知県 7.8

表 1 人当たり都市公園面積 

(出典：令和元年度末愛知県都市公園現況) 
表 都市公園の整備状況（R4.4.1） 

図 都市公園の分布状況 

※国では 10㎡/人以上を参酌すべき基準と

して定めている。 
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■防災 

本市では、南海トラフ地震が発生した場合、市域の大半で震度６強、猿渡川沿いや衣浦港付近などで震度

７の揺れが予測されています。また、10年確率降雨に対する現況施設による浸水の解析結果によると、市街

地内の大規模な浸水区域は見られないものの、河川沿いや立体交差道路など、局地的に地盤が低い箇所の

浸水が想定されます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒今後、発生が予測されている南海トラフ地震や近年多発している集中豪雨などの災害に対応した、
安心・安全な都市の実現に向けた取組が求められます。  

図 地震ハザードマップ 図 現況施設による浸水の解析結果 

(出典：刈谷市雨水対策マスタープラン) 
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視点４  都市環境                                                                   

 １ 自然環境・歴史・文化 

■自然環境 

本市には洲原池をはじめとする北部のため池群や国の天然記念物に指定されている小堤西池のカキツバタ

群落、郊外におけるまとまりのある優良農地など、水と緑の豊かな自然環境が存在しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■歴史・文化 

刈谷市駅から亀城公園までの一帯は、かつて刈谷城とその城下町であったことから、豊富な歴史・文化資

源が分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中心市街地における歴史・文化資源 

 

⇒本市特有の自然環境、景観、歴史・文化資源の保全・活用は、生活を豊かにするだけでなく、市民
の誇りや愛着の醸成につながり、地域の活性化に貢献することから、こうした資源を身近に感じ、
触れることができる都市づくりが求められます。  

写真 小堤西池のカキツバタ群落 写真 まとまりのある優良農地 

亀城公園周辺に多数の
歴史・文化資源が分布 
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 ２ 環境負荷 

■公共交通利用状況 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年（2020年）は低い値となっていますが、駅別の年間利用

者数では、ＪＲ刈谷駅が最も多く、全ての駅で増加傾向を示しており、特にＪＲ刈谷駅及び名鉄刈谷駅ではその

傾向が顕著となっています。また、公共施設連絡バス「かりまる」の乗車人員も増加傾向となっており、令和元

年（2019年）には１年間で約70万人が利用しています。 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通手段 

手段別移動の内訳をみると、自動車利用が約７割と高い割合を示している一方で、公共交通は低い割合を

示しています。モータリゼーションの進展に伴い、昭和46年（1971年）から40年間で自動車利用が大幅に増加

した反面、自転車、徒歩が減少しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒高齢化の進展によるニーズの変化とともに、環境負荷低減の観点からも、高い自動車利用割合か
ら転換する必要があります。このため、公共交通のさらなる利便性の向上に加え、徒歩や自転車
の利用しやすい環境の整備が求められます。  
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図 手段別移動の内訳  (出典：中京都市圏パーソントリップ調査) 

図 公共施設連絡バスの乗車人員の推移 

 (出典：刈谷の統計) 
図 鉄道駅利用者数の推移  

(出典：刈谷の統計、都市計画基礎調査) 
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■自然的土地利用の減少 

本市では、洲原公園や亀城公園周辺において風致地区を定め、良好な自然景観の保全を図るとともに、市

街化区域内の農地を生産緑地地区に定め、農業と調和した良好な都市環境の保全を図っています。こうした

取組の一方で、自然的土地利用は減少傾向にあります。これは都市的土地利用に対する高い需要を反映し

たものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒都市部やその周辺に存在する緑地などは、市民の生活に潤いを与え、良好な都市環境を形成する
うえで大切な要素となっていることから、引き続き、その保全が求められています。一方で、本市
は住宅や工業などの土地需要が非常に高いことから、開発と保全のバランスがとれた取組が求め
られます。 

  

図 自然的土地利用の推移 （出典：土地に関する統計年報） 

図  風致地区箇所図（亀城跡風致地区） 図  風致地区箇所図（洲原風致地区） 
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